
  資料２ 
飯塚市地域公共交通協議会規約 新旧対照表 

 

新 旧 

第１条～１３条 略 

（事務局） 

第１４条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、飯塚市市民協働部地域公共交通対策課に置く。 

 

第１５条 略 

（監査） 

第１６条 協議会に監査委員を２名置く。 

２ 監査委員は委員の中から会長が指名する。 

３ 監査委員は、協議会に関する出納の監査を行う。 

４ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 

第１７条～１９条 略 

附則 

 この規約は、令和 年 月 日から施行し、令和２年４月１日から適

用する。 

 

第１２条関係   幹事会の構成員について 

所属 幹事会委員 備 考 

飯塚市 市長の指名する職員 １名 

民間事業者関係 西鉄バス筑豊株式会社関係者 １名 

飯塚旅客自動車協同組合関係者 １名 

（削除） （削除） 

 以下略  
 

第１条～１３条 略 

（事務局） 

第１４条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、飯塚市市民協働部地域振興課に置く。 

 

第１５条 略 

（監査） 

第１６条 協議会に監査委員を２名置く。 

２ 協議会の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって

行う。 

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

 

第１７条から第１９条 略 

附則 略 

 

 

 

第１２条関係   幹事会の構成員について 

所属 幹事会委員 備 考 

飯塚市 市長の指名する職員 １名 

民間事業者関係 西鉄バス筑豊株式会社関係者 １名 

福岡県筑豊地区タクシー協会

関係者 

１名 

JR 九州バス関係者 １名 

 以下略  
 


